
- 1 - 

 

第６期広島県障害福祉計画・第２期広島県障害児福祉計画（素案）の概要について 
 

１ 要 旨 

  障害者が地域で安心して生活できる社会の実現を目指し，障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体

制等業務の円滑な実施を確保するため「第６期広島県障害福祉計画・第２期広島県障害児福祉計画」を策定する。 

 

２ 計画の概要 

（１）位置付け 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基づく「都道府県

障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「都道府県障害児福祉計画」 

○ 障害者基本法により平成31年３月に策定した「広島県障害者プラン（令和元～５年度）」の生活支援（障

害福祉サービス等）に関する実施計画 

 

（２）計画期間 

  令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間 

 

３ 基本理念と目指すべき姿〔広島県障害者プラン（Ｈ31.３策定）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 重点事項 

（１）地域共生社会の推進 

  ○ 適切な相談・支援や関係機関の連携等を通じた，生活の場の確保，多様な社会参加の機会の提供等ととも

に，住民と多様な主体が連携・協働し，複合的な課題や制度の狭間の問題等地域の生活課題の解決につなげ

ることにより，地域社会の中で安心して暮らせる共生社会の実現 

 

（２）障害の重度化，高齢化，多様化等に配慮したきめ細かい支援 

○ 障害の重症化及び高齢化，並びに近年顕在化しつつある医療的ケア児（者）や発達障害児（者）等，障害

児（者）一人ひとりの障害特性，障害の状態，生活実態や社会状況等を踏まえたきめ細かい支援の実施 

   

（３）自然災害，感染症への対策 

  ○ 障害者が住み慣れた地域で安全に生活できるよう，近年増加する自然災害や新型コロナウイルス等感染症

の拡大を踏まえた支援体制の整備 

 

５ 計画の評価と進行管理 

計画推進のために，達成状況を年１回調査・把握し，広島県障害者施策推進協議会，広島県障害者自立支援協

議会に報告するとともに，関係課や市町と情報共有し，必要に応じて目標の再設定や施策の見直し等を行う。 

 

６ 施策体系と主な取組（別記） 

【目指すべき姿②】障害の有無にかかわらず，誰もが身近な地域で安心して生活ができる環境を整
えることによる県民生活の質（ＱＯＬ）の向上 

【目指すべき姿①】障害の有無にかかわらず，誰もがお互いを大切にし，認め支え合い，生きがい
を持って暮らせる「共生社会」の実現 

【基本理念】すべての県民が障害の有無にかかわらず，広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かったと心
から思え，相互に人格と個性を尊重し合いながら，共生する社会の実現 

【10年後の目指すべき姿】 
県民の障害に対する正しい理解が進み，障害特性に応じた総合的な支援が行われることで，障害

者とその家族が，地域社会の中で安心して暮らしている。 

資料１ 
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【別記】施策体系と主な取組 

分野 施策体系 現状と課題 主な取組及び重点指標 

Ⅰ 

自
立
と
社
会
参
加
の
促
進
に
よ
る
共
生 

１雇用・就労の

促進 

(1)企業等の理解促進 
 

【現状】 

・福祉施設から一般就労への年間移行者数は増加傾向にある。 

 《一般就労移行者数》 

H28 目標（R2） 実績（R元） 

394人 517人 457人 
 
・就労継続を支援するため，個々の障害特性や勤務状況等に合わせて業務内容

や職場の支援体制等について調整を行う就労定着支援事業が開始されたが，事

業所数が少ない。 

《R２:22事業所》 
 
・精神障害，発達障害，高次脳機能障害，難病のある方，高齢障害者等，障害

の特性に応じた働き方や働く場，就労支援のニーズが多様化している。 

 

【課題】 

福祉施設か

ら一般就労

への移行等 

◇利用者の希望と求人のある一般就労先のミスマッチが

あり，一般就労への移行が困難である。 

◇障害の特性等の理解，障害者雇用の進め方やノウハウ

等に課題を抱える企業が多い。 
 

 
【重点１】地域共生社会の推進  
⇒ 就業面及び生活面の一体的な支援を通じた一般就労及び職場定着
の支援 
○ あいサポート運動の推進や企業の取組事例の紹介等を通じた企業等

の理解促進 

○ 専門家による就労継続支援事業所への指導・助言等を通じた事業所の

経営力向上及び障害者の技術・技能の習得促進 

○ 障害者就業・生活支援センターと関係機関との連携強化による一般就

労や職場定着に向けた支援体制整備 

○ 就労定着支援事業の確保による職場定着の支援 

 

重点指標 現状(R元) 目標値(R５) 

一般就労移行者数 457人 
590人 

（現状の1.3倍） 
 
《その他の主な取組》 
⇒ 多様な働き方の実現等による雇用機会の拡大 
〇 農業専門家の派遣等「農福連携」の推進による障害者の就農促進 

〇 ICT に対応できる人材の育成やICT を活用したテレワークの導入等に

よる在宅就業の推進 
 

(2)就業機会の拡充と雇用促進 

(3)工賃向上のための取組 

(4)職業能力開発の充実 

２ 情報の保障

の強化 

(1)情報バリアフリー化の推進 

(2)意思疎通支援の充実 

３ スポーツ，文

化芸術活動の推

進 

(1)障害者スポーツの推進 

(2)文化芸術・余暇活動の充実 

Ⅱ 

保
健
，
医
療
の
充
実 

１ 保健・医療

提供体制の充実 

(1) 保健活動の推進 

【現状】 

・地域の中核的な療育施設である児童発達支援センターの設置は，一部の市町

に留まっているなど，障害児が身近な地域でサービスを受けられる環境が整っ

ていない。 

 《児童発達支援センター設置市町（R元）：10市町》 
 
・県内の精神科病院に入院中の精神障害の退院率は，入院後３か月時点，６か

月時点，１年時点とも，全国平均より低い状況にある。 

項目 目標（R２） 
実績（H29） 

広島県 全国 

３か月時点 69.0％ 63.5% 63.5% 

６か月時点 84.0％ 75.3% 80.8% 

１年時点 90.0％ 84.6% 88.3% 
 
【課題】 

障害児支援の提

供体制の整備等 

◇運営が可能な事業者の不在や圏域での共同設置に

向けた協議が進んでいない。 

◇発達障害や医療的ケア児等障害の重度化，重複化，

多様化に適切な支援ができる人材等の地域資源の不

足 

精神障害にも対

応した地域包括

ケアシステムの

構築 

◇患者の状態に応じた必要な医療の提供と保健・福

祉等の連携体制及び退院した人の生活を支える支援

体制が十分でない。 

 

【重点２】障害の重度化，多様化等に配慮したきめ細かい支援  
⇒ 重層的な障害児支援体制の構築 
〇 児童発達支援センターの整備促進を通じた，重層的な支援体制の構築 

〇 発達障害，医療的ケア等に対応できる人材の育成や家族支援体制の充

実 

○ アセスメント等の実施による発達障害の診療の円滑化 
 

重点指標 現状(R元) 目標値(R５) 

児童発達支援センターの設置(※) 10市町 23市町 

主に重症心身障

害児を支援する 

児童発達支援(※) ８市 23市町 

放課後等デイサービス（※） 10市町 23市町 

※圏域での設置も可 
 
《その他の主な取組》 
⇒ 関係機関の連携や相談体制の充実による精神障害者の地域生活の
支援体制の構築 
〇 協議の場を活用した保健，医療，福祉相互の連携と支援体制の強化 

〇 保健所，市町における相談・家庭訪問等の支援体制の充実やピアサポ

ーターの活用など地域生活を支える支援体制の構築 

 

(2)専門的な医療の提供 

２ 療育体制の

充実 

(1)地域における重層的な支援

体制の整備 

(2)発達障害児支援の充実 

(3)医療的ケア児支援の充実 

３ 医療と福祉

の連携 
〔地域生活への移行支援〕 
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分野 施策体系 現状と課題 主な取組及び重点指標 

Ⅲ 

地
域
生
活
の
支
援
体
制
の
構
築 

１ 福祉サービ

ス等の提供 

(1)地域生活支援拠点等（シス

テム）の整備  

【現状】 

・福祉施設入所者の重度化・高齢化が進み，施設退所者は減少傾向にある。 

《地域生活への移行者数》 

目標（H29～R２） 実績（H29～R元） 進捗率（R元/R２） 

266人 111人 41.7% 
 
・地域生活支援拠点等（システム）については，各市町で整備工程等のロード

マップを作成し，計画的な整備を推進している。 

 《令和２年度末整備市町（予定含む。）：17市町》 
 
・平成 27 年度からサービス等利用計画の対象が全ての利用者に拡大されると

ともに，地域における複合的な課題や制度の狭間の問題等の顕在化により，相

談内容が複雑・多様化している。 

計画相談支援・障害児相談支援： 

《H28実績 3,675人/月 ⇒R元実績 6,198人/月（約1.7倍）》 
 
・利用できるサービスの多様化，障害福祉サービス事業所等が増加する中，利

用者の個々のニーズに応じた良質な障害福祉サービス等の提供が重要となっ

ている。 
 
・近年増加する自然災害や新型コロナウイルス等感染症の拡大を踏まえた支援

体制の整備が必要である。 

 

【課題】 

福祉施設入所者の

地域生活への移行 

◇利用者及び家族が住み慣れた施設からの移行

に懸念がある。 

◇グループホーム等の住まいや在宅生活を支え

るサービスについて，設置されていない市町があ

るなど，サービスを利用しにくい地域がある。（重

度・高齢対応のグループホームは特に少ない。） 

地域生活支援拠点

等（システム）の整

備 

◇地域生活支援拠点等（システム）は，整備後に

おいても，地域のニーズや課題に対応する必要が

ある。 

相談支援体制の充

実・強化 

◇複雑・多様化する相談に対応する体制が十分で

ない。 

良質な障害福祉サ

ービス等の提供 

◇サービスの標準化，質の向上に向けた取組が十

分ではない。 

災害，感染症対策の

推進 

◇災害・感染症発生の際の事業所のサービス継続

体制確保や障害特性に応じた個別支援の実施が

十分ではない。 
 

【重点１】地域共生社会の推進  
 ⇒ 福祉施設から地域生活への移行推進 

〇 地域生活支援拠点等（システム）の整備や相談支援体制の充実・強化

による地域移行の推進 

〇 介護人材の育成や共生型サービスの参入促進等による事業者の確保 

〇 日中サービス支援型のグループホーム等の整備促進 

 

⇒ 相談支援体制の充実・強化 
○ 障害，高齢化，子育て等の複合的な課題に総合的に対応できる相談支

援体制の構築 

〇 アウトリーチによる課題の掘り起こしや住民と専門職等との協働を

後押しするコーディネーターの配置 

〇 基幹相談支援センターの設置促進 
 
 
 

重点指標 現状(R元) 目標値(R５) 

地域生活への移行者数 
111人 

[H29～R元年度累計] 

179人 

[R２～５年度累計] 

 

 

【重点３】自然災害，感染症への対策  
 ⇒ 災害，感染症対策の推進 
  ○ 避難行動要支援者に対する避難支援体制の構築 

○ 障害福祉サービス事業所等における避難訓練の実施や業務継続計画

の策定，物資の備蓄等災害・感染症に備えた体制の整備 

○ 災害・感染症発生時に公衆衛生チームや応援職員の派遣等迅速な支援

の実施 
 
            

         

《その他の主な取組》 
 ⇒ 地域生活支援拠点等（システム）が有する機能の充実 

〇 広島県相談支援アドバイザーの派遣を通じた，整備や運営に係る助言

等，市町の取組の支援 

 

⇒ 良質な障害福祉サービス等を提供する体制の構築 
〇 市町職員を対象とした研修等の実施及び県が実施した監査結果の伝

達等による指導ノウハウの普及や事業者情報の共有化 

〇 障害福祉サービス事業所における ICT，ロボット等の導入による事業

所の生産性の向上 

(2)訪問系のサービスの確保 

(3)日中活動の場の充実 

(4)地域生活を支えるサービス

等 

２ 住まいの場

の確保 

(1)居住系のサービス基盤の整

備 

(2)住宅の確保 

３ 相談支援体

制の構築 

(1)地域共生社会の実現に向け

た重層的支援体制の構築 

(2)身近な地域における相談 

(3)専門的・広域的な相談支援 

４ 良質な障害

福祉サービス等

の提供 

(1)質の確保 

(2)人材の育成・確保 

５ 災害，感染症

対策の推進 
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７ 第５期計画等の実績及び第６期計画等のサービス等の見込量 

（１）障害福祉サービス 

  
第５期計画等 第６期計画等見込量 

Ｒ元年度 
実績 

Ｒ２年度 
見込量 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 平均伸び率 

①訪問系サービス 
時間/月 174,708 209,815 198,253 208,061 218,402 5.0％ 

人/月 5,433 6,118 5,836 6,079 6,303 3.9％ 

②生活介護 
人日/月 125,735 131,770 130,831 133,982 137,361 2.5％ 

人/月 6,346 6,547 6,605 6,761 6,936 2.5％ 

③自立訓練（機能訓練） 
人日/月 738 1,000 970 993 1,012 2.1％ 

人/月 56 67 70 73 75 3.5％ 

④自立訓練（生活訓練） 
人日/月 5,500 6,547 6,810 7,452 8,065 8.8％ 

人/月 451 433 545 595 644 8.7％ 

⑤就労移行支援 
人日/月 9,059 12,245 10,274 10,853 11,382 5.3％ 

人/月 558 746 624 655 690 5.2％ 

⑥就労継続支援Ａ型 
人日/月 30,882 42,807 32,112 32,638 33,146 1.6％ 

人/月 1,536 2,084 1,583 1,613 1,640 1.8％ 

⑦就労継続支援Ｂ型 
人日/月 110,530 119,478 122,423 128,980 135,337 5.1％ 

人/月 6,503 6,788 7,102 7,432 7,752 4.5％ 

⑧就労定着支援 人/月 176 354 241 276 313 14.0％ 

⑨療養介護 人/月 653 677 669 678 684 1.1％ 

⑩短期入所（福祉型） 
人日/月 11,441 13,635 12,284 12,600 12,903 2.5％ 

人/月 1,629 1,992 1,717 1,784 1,850 3.8％ 

⑪短期入所（医療型） 
人日/月 700 1,091 909 942 972 3.4％ 

人/月 130 216 171 178 184 3.7％ 

⑫自立生活援助 人/月 24 77 45 51 58 13.5％ 

⑬共同生活援助 人/月 2,192 2,366 2,395 2,528 2,653 5.2％ 

⑭施設入所支援 人/月 3,016 2,976 2,999 2,984 2,963 -0.6％ 

⑮計画相談支援 人/月 4,642 3,035 5,806 6,396 6,981 9.7％ 

⑯地域移行支援 人/月 5 44 28 30 31 5.2％ 

⑰地域定着支援 人/月 49 89 77 85 96 11.7％ 

 

（２）児童福祉サービス 

  
第５期計画等 第６期計画等見込量 

Ｒ元年度 
実績 

Ｒ２年度 
見込量 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 平均伸び率 

①児童発達支援 
人日/月 23,963 23,577 27,211 29,164 31,148 7.0％ 

人/月 3,365 3,492 3,655 3,850 4,045 5.2％ 

②医療型児童発達支援 
人日/月 817 1,149 1,003 1,022 1,022 0.9％ 

人/月 97 113 116 118 118 0.9％ 

③放課後等デイサービス 
人日/月 82,827 73,450 97,958 104,449 110,833 6.4％ 

人/月 7,830 7,991 9,265 9,907 10,538 6.6％ 

④保育所等訪問支援 
人日/月 121 177 245 272 303 11.2％ 

人/月 116 150 198 220 244 11.0％ 

⑤居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 0 121 87 108 138 26.0％ 

人/月 0 33 19 22 27 19.3％ 

⑥障害児相談支援 人/月 1,556 1,360 1,895 2,108 2,342 11.2％ 

⑦福祉型児童入所支援 人/月 146 144 152 155 158 2.0％ 

⑧医療型児童入所支援 人/月 107 121 107 108 109 0.9％ 

※各サービス見込量は現時点での数値であり，今後変動します。 

 


